
医療費控除の申告には、「医療費控除の明細書」の作
成が必要です

　医療費控除の明細書が無い場合は、医療費控除の適用ができませんので
ご注意ください。
　また、「医療費控除の明細書」については、①医療を受けた人ごと、か
つ、②支払先ごとの記載が必要になります。
　申告の際は、「医療費控除の明細書」を作成、もしくは、①医療を受け
た人ごと、かつ、②支払先ごとに金額を取りまとめた上で申告相談にお越
しください。
　詳しくは、徳島税務署及び石井町税務課町民税係まで、お問い合わせく
ださい。

※明細書作成時に活用した医療費の領収書等は、５年間保存する必要があ
ります。
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〈｢医療費控除の明細書｣の記載例〉
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